
（様式１）                                        

審査基準（申請に対する処分関係） 
 

担当課 農業経済課 検索番号 1－17 

法令名 農業協同組合法 根拠条項 11 の 51－3 

許認可等 農協の農業経営規程の変更の承認 

（根拠規定） 

 ○ 農業協同組合法第11条の51第３項 

   農業経営規程の変更（軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。）は、 
  行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。 
 
（許認可等の基準） 
 ○ 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針 
 ・農業経営規程の変更の承認 
  ①農業経営規程の設定又は変更の承認を行う場合は、施行規則第52条に規定する記載事項が農業経 
  営規程に記載されているか、農業経営が法第11条の50第１項各号のいずれの場合に該当するか、同 
  条第２項の要件が担保されているか、同条第３項から第９項までに規定する手続を経ているか、慎 
  重に審査するものとする。 
  ②法第11条の50第１項各号の場合は、次のとおりである。 
   ア 同項第１号の場合により行うときは、対象とする農地等が組合の地区内であり、当該農地等 

    について、現在、担い手が不足し、又は不足することが見込まれるため、農業上の利用が適切 
    に図られていない状況にあり、又は図られなくなることが見込まれることから、組合が当該農 
    地等を賃借し、自ら農業経営を行うことが組合員のニーズや地域の農業を維持する観点に照ら 
    して客観的に妥当であると認められる場合である。 
   イ 同項第２号の場合により行うときは、農地利用集積円滑化団体として、農地売買等事業によ 
    り買い入れ、又は借り受けた農地で研修等事業を行い、新たな担い手に引き継いでいく場合等 
    担い手の育成等につながる場合である。 
   ウ 同項第３号の場合により行うときは、組合が農家の再建・整理を図る際に転廃業農家の農業 
    用施設を引き受けて農業経営を行う場合や、担い手育成のために農業用施設を利用して行う農 
    業経営など施行規則第51条の２に定める場合である。 
  ③農業経営規程の設定又は変更の承認に際しては、当該事業の確実な実施を図るため必要最小限の 
  条件を付すことができる 

 
（その他） 
 ○ 添付書類（農業協同組合法施行細則第10条第１項） 
  (1) 総会（総代会）議事録抄本 
   （総会又は総代会の決議を経ることを要しない場合は、理事会議事録抄本） 
  (2) 変更しようとする新旧規程（全面変更の場合は、新の農業経営規程） 
  (3) 変更理由書 
  (4) 事業実績及び事業計画の概要 
  (5) 旧の農業経営規程   

 


